
東京都は、東京の美容室等の高い技術を新たな観光資源とするため、美容室等
を運営する事業者が、外国人旅行者向けに新たなサービスを開始する際に必要な
経費の一部を補助しています。

この度、令和８年度の申請受付を開始いたします。是非、ご活用ください！

【問い合わせ先】

＜事業全般について＞                
産業労働局 観光部受入環境課 代表電話 03-5000-7326

多様な体験型観光推進事業補助金の募集を開始します！

・令和８年４月１日（水）から令和８年１１月３０日（月）まで（必着）
※ 予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。

・都内で美容室等を運営し、外国人旅行者に向けた美容を目的とする体験型観光
サービス（ヘアカット、ネイル、メイク等）を提供する事業者
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・郵送または補助金電子申請システム（Jグランツ）
・募集要領・様式等は令和８年４月１日以降にHPをご確認ください。

本件は、「2050東京戦略」
を推進する取組です。

戦略１４ 観光「観光の更
なる発展」

▲2050東京戦略

URL：https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/beauty/ 詳細はこちら

補助対象経費 補助率 補助上限額

美容を目的とする体験型観光サービスの開発等に要する
機器・備品購入費、翻訳費、委託費、施設整備費等
（外国人旅行者の言語や文化、習慣等に対応するために必要、かつ、
集客からサービスの提供まで一連の受入体制が整備されること）

２/３

以内
２００
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【 経費の例 】
✓多言語予約システムの導入経費
✓多言語広報ツール（自社HPやチラシ等）作成費
✓サービスの提供（自動翻訳機やアプリの導入、

店内表示やメニューの多言語化等）に係る経費

補助対象者

補助対象経費

募集期間

申請方法

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/beauty/
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